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郵政大臣自見庄三郎殿

平成10年5月29日

電気通信技指審議会

会長西岸鶴一

答申書

本審議会は、諮問第102号「有線テレビジョン最送事業用無線愚の技術的条件j

(平成10年 4丹21日付け郵放有技第 I号に基づく諮問〉む審議を行った結果、

別紙のとおち一部答申します。
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別紙

諮問第102号

「有線テレピジョン放送事業用無繰崩め技徳的条件」

のうち

i23G也帯を使用する有線ラニレビジョン放送事業に用いる

臨定局の技箔的条件J

守
J
V





l 一般的条件

(1)無線震波数都

2 3 GHz帯(23.2GHz~23. 6GHz)とする。

(2) :i町議方式

向通告方式、複信方式又は同報通信方式とする。

(3)変読方式

振I隔変龍方式 (FD立-SSB方式〉、周波数変誘方式、 4棺位相嬬移変調方式又

は16値直交振輯変調方式とする。

(4)デジタ)1.;弘送方式的主鵠号伝送速度

50Mb匹以下とするc

(5)キャリア周波数間額及び無線麗波数帯における信号の属波数配列

周波数変調方式、 4棺位相偏移変諜方式文は 16鑑直交振種変調方式にあっては、

キャリア周波数題隔が50読むであること。ただし、思波数変調方式は、チャンネ

)1.;数が不足する場合、 25M臨むキャリア麗波数間隅の梗用が可能であること。

振暗変調方式 (FD挺-SSB方式〉にあっては、無線居波数帯における鵠号の周

波数配列は、宥綾テレビジョン放送法施行規則第 26条の 3に窺定する標準テレビ

放送の使用題設数のうち 90Mむから 45 0 MHzまでの議号の眉波数配列及び、

気通信技術審議会苓申「多チャンネル化に搾う有線テレピジョン放送雄設に関する

技術的条件〈諮問第 30号)Jの標準FM信号の託送で検討された周波数配列と詞

とする。

(6)空中線電力

lW以下とする。
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(7)罰線品質

信号対雑膏比 (S/N)及び撮送波立す雑音比 (C/N)は、次の犠以上であること。

変調方式 隣雨時(控〉 標準時

崩波数変調方式 1 8 dB (S /N) 5 OdB (S /N) 

振幅変誘方式 (FDM S S B) 4 5 dB (C/N) 一
4相位相議移変甥方式 1 9 dB (C /持〉 … 

1 6 t産車交張輔変鶏方式 2 6dB (C/N) 一
在 降謂時の S/N及びC/Nが上記の倍以下となる時間率は、 5xl0 4/年以

下とする。

(8)混信の探議

被混信腐の借号対雑皆比 (S/1 )及び搬送波対雑音比 (C/1)は、次の値以上

であること。

変調方式 降雨時(詑〉 標準時

崩波数変調方式 1 8 dB (S / 1 ) 5 0 dB (S / 1 ) 

接i罷変調方式 (FDM-SSB) 5 2 dB (C /1 ) 5 5dB (C/ 1) 

4格設相保夢変調方式 1 9 dB (C / I ) 

1 6僅蜜交振輯変調方式 2 6 dB (C/ I ) 

注 降雨時の S/I及びC/Iが上記の値以下となる時間率は、 5x 1 0 -4/年以

下とする。

2 無毅設備の技術的条件

(1)送電装置

ア 送需周波数の許容鋪差

3 x 1 0-4以下であること。

イ スプリアス発射強度の許容値

100μW以下であること。ただし、 ITU WRC-97の規定が発効した後

は、 50μW以下であること。

ウ 空中線電力の許容需産

土 50%以内であること。

(2)受信装震

部次的に発する電波等の限度

4， 000μμW以下であること。
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(3)空中線

ア対向型空中線

空中線は、産経30センチメートル以上のパうポラアンチナと間等以上の科得又

拭指向特性を宥するものであること。

イ 多方向舟け空中線

多方向向け空中緩は、サービスエリアに応じ空中線の指向特性及び利得を調整す

る必要があることから、多方向向け空中線の外形及び指向特性について誌規定しない。

3 測定法

国内で定められた挺定法に準じて、次のとおちとすることが適当で、ある。

ア毘波数

振幅変調方式 CFDM-SSB方式〉において辻、提似儒号発生器により謡定周波

数ι相当する擬似告号を送信撲に加え、 i創設男波数測定端子に崩波数計を接続して測

定する。

振幡変謡方式以外む変調方式においては、無変調として、送信嵐波数測定嬬子に周

波数計を接続して誕定する。

イ スプリアス発射強度

張幡変調方式 CFDM-SSB方式〉において拭、信号入力状態で、送電スペクト

ん翻定端子にスペクトラムアナライザを接続して測定する。

振幅変諜方式以外の変調方式においては、無変謡として、送信スペクトノレ誕定端子

にスペクトラムアナライザを接続して測定する。

ウ 占有朗読数帯幅

信号入力の状態で、占有周波数替幅測定端子にスペクトラムアナライザを接続して

挺定する。

エ空中線電力

振幅変調方式 CFDM-SSB方式)においては、擾@.信号発生器により信号と毘

じレベノレの義援叡信号を送信機に加え、空中綿電力説定端子に電力計を接続して誕定す

る。

援輔変調方式立外の変調方式においては、無変調として、空中線電力調定端子に電

力計を接続して測定する。

オ 受器設備が副次的に発する電波

受信状態iこし、アンチナ端子において受信空中線と建気的常数合等しし 1撮似空中隷

回路を護用し、副次的に発する電波の電力をスペクトラムアナライザを患いて測定

する。
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電気通信技術審議会

有線テレビジョン放送事業用無線委員会

幸良
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l 審議事現

有線テレビジョン披送事業用無隷委員余誌、今回、電気通部技術審議会諮問第 102

7脊線テレピジョン放送事業第無線局の技詩的条件J (平成 10年4月21日諮

問〉のうち、 r 2 3 GHz帯を使用する有線テレゼジョン放送事業に用いる盟定局の技

衛的条件Jについて審議した。

2 委員会の構成

委員会む審議の効率化を障るために別表のとおり、有線テレビジョン放送技術及び無

線技第に見識の深い説明員を加え審議を行った。

3 饗識経過

(1)第 l問委員会(平成10年5月14日〉

委員会の饗議スケジューんを定めるとともに、技街的換討方針を定めた。

有線テレビジョン放送事業用無謀局の技衛的条件のうち宥組テレピジョン放送事業

に用いる盟定局的無議設備の技術的条件について、外部関謀者の意見聴取を行うこと

とし、その旨について宮報掲載(別紙 1)を行うとともに関保各機関(別紙 1-2) 
あて通知することとした。

(2)第2問委員会(平成10年5月28 B) 

r 2 3 GHz帯を使用する有線テレピジョン放送事業用毘定府の技梼的条件Jついて

検討を行った。

(3)第3罰委員会〈平成10年6月16日〉

「有線テレピジョン放送事業用無隷患の技術的条件」のうち有議テレビジョン放送

事業に用いる冨定局の無線設備の技術的条件について、外部関係者の意見聴取を行う

機会を設けたが、所定の期日までに意見陳述の申し出がなかった。

委員会報告書及び答申案を設ちまとめた。

4 審議概要

(1)審議の背景

ケーブルテレビは地域f警報番組等の自主放送、区域内の地上波設送の同時再送信

等を行うほか、高度情報通常社余告迎え、多様化する援護者のニーズに応えるため

に衛星放送等の番組配信を行うなど放送の多チャンネ)v化・高度化を進めており、

地域に密着した慢報発舘源として地域情報化の一層の推進、及びその放送区域の拡

大・拡充に努めているところである。

このような中、河川・鉄道を横断する幹線の設叢に標して橋欝の利用の同意が得

られない場台、集合住宅へ合加入者回線の設置に際して入居者の同意が得られない

場合等、ケーブルを敷設することが困難であるためにケープツレテレどのサービスが

受け込れない枇善が帯住している。

このように、地理的要因等でケーブルが敷設できないケーブルテレビ舗の…部区
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聞及び特定の地域については、無線伝送により行えるよう望まれているところであ

る。

ケープ/レテレビ細心一部を構完ずる無線訟送の利用i之、地理的要器等によりケー

ブル敷設ができなかった地域に、ケーブルテレビのサーどスを提棋できることとな

るほか、地域における情報通信の格差を是正、ケープんテレどの普及・発農に寄与

するものと期待される。

このよう詰ニーズを踏まえ、ケ…ブルテレど事業者による番組艶信等を行う無隷

掲の技術的条件について検討を行った。

有練テレピジョン款送事業に用いる回定局の利黒イメージ図

韓送健法送用毘定局

.日ご令

加入者系無線分配シスチム
河JII等横断(1: 1) 

14 

鎮入者系無線分詑シスチム
住宅点在地犠打 :N)

加入者莱銅線分現システム
集合盤宅(1:N) 



(2)基本的な考え方

脊線テレピジョン鼓送事業に黒いる冨定詩む送信設鵠等の技篠的条件について、以

下の基本的な考え方に基つ官審議を行った。

ア 既設無線局について

手子議テレピジョン鼓送においては、現在、 23 GHz帯(23.2GHz~23. 6GHz)を告を舟
し、視聴者の多チャンネんのニーズに応えるために、区域外の放送波等をヘッドエ

ンドへ桔送する扇定局〈話下 f再送信長送毘臨定易jとし 1う。〉が運用されている。

今回、有練テレビジョン放送事業に足いる関定高の技語的条停の検討を行うに

たり、再送儒伝送用固定局は現在運用中であること等を考慮し、従来どおり科用で

きるようにすることを前提とした。

イ ヘッドエンドから加入者轄において著毅テレピジョン放送織の一部を補完する

定局(以下「加入者系無線分配システムjとしづ。〉について

ヘッドエンドから加入者間において汚m等によりケーブル鵜が敷設できない誌簡

においては、振幅変調方式(FDM-SSB)による無線缶送システムを復用して多

チャンネ)[/のケーブルテレビ信号を伝送することが可能で-ある。

この援轄変譲方式(FDM-SSB)におけるベースパンド借号チャンネル配列は、

l台の送信機で lチャンネ)[/6立政菩を数チャンネ)[/分を送倍することを前提とし

たものであり、また隣接波相互間における妨害を避けるために持者謂にガードバン

ドを設けたものとなっている。

結果として、振幅変調方式(FDM-SSB)の送イ言機入力端子におけるベースパ

ンド悟号チャンネル配列は、ケーブルテレビイ番号のチャンネル配置と異なってくる

ため、この長醤変誘方式(FD斑-S S B)を行う場合には、送借機入力端子におい

てケーブルテレビ信号のチャンネル善訪IJを議綾の援額変課方式(FDM-SSB)の

チャンネノレ配置に変換させる必要があった。

このことから、振幅変調方式CFDM-SSB)による無線怯送は、実費約に硬期

されていない現状にあるため、今回従来の方式等を見直すとともに、ケープルテレ

ピ懇の一部を祷完する加入者系無娘分配システムを検討する。

なお、この検討に議たっては、次の事現を考癒し検討を行う。

(了)伝送チャンネル数

荷線テレビジョン放送事業者(以下「事業者Jとしづ。〉は、従来のケーブ)[/

テレど織でサーどスしている番組数と当該無線局を活用してサ…ピスされる番組

数にできる譲り差がないことを要望している 9

これに対諒するた語、現在のケーブルチレピ舗でサーどスを行っているチャン

ネル数に近いチャンネル数を伝送できる方式を検討する。
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〈イ〉託送方式

ケーブルテレどのデジタル伝送方式の技術基準が農期化されており、既存のア

ナログ方式のケーブルテレビ施設は今後デジタル伝送方式に)1民次移行する必要が

ある。

このケーブルテレビ信号のアナログ方式かGヂジタル方式への移行期において

は、ーのケーブルテレピ擁設においてアナログチャンネノレとヂジタルチャンネル

が混在すると考えられるため、無繰の怯送方式にはケーブルテレビ信号のアナロ

グ弘送方式とヂジタル伝送方式が両立でき、かつ低コストの無綾伝送方式を導入

することが重要である。

しかし、ケープjレテレビのアナログチャンネルとデジタルチャンネルを 1台む

無繰機器で効率的に伝送できる方式については、当該伝送)]"式による実証実験を

行ったことがないため、今後伝議案験を実施し、技術除条件を策定する際に必要

となるデータを取簿する必喪がある。

このため、本報告においては、事業者における加入者系無隷分配システムの早

期導入を菌るためにもケーブルテレピ借号わアナログチャンネルを託送する方式

について検許する。

(ウ〉使舟する周波数

使用する周波数は、 2. 6 GHz帯、 23 GHz帯、 28G百z帯及び40 GHz帯が

検討対象となる。

・2. 6 GHz帯について

MMD SC語ulti-channelMulti吋 pointDistribution Systems :2.500GHz“ 

2. 684GHz)は、米国、歓j十!、前米等霊界各国で使用されている。このシステム

は、大電力を用い、独立した番組分配システムとして適している。

一方、このSバンドは、 ITU無線通信規出においては、我が国は、移動部

禽展C2.500GHz-2. 535GHz)及びデジタjレ蛮声禽巌放送C2.535GHz-2.655GHz)に

分配されているため、ケーフルテレビの分配システムには使用できない。

・23 GHz帯について

国内において無線機器製造技傭が構築されており、また、伝搬特性も解明さ

れ、現存の無綾機器があることから、比較的早期にケーブルテレど伝送用無

線機器の開発が可能である。

• 2 8 GHz帯について

LMD SCLocal誕ulti-pointDistribution Systems)のアプリケーションの

ーっとして、米関及び韓国において番組配信システムに利用中であるが、園

内的には臨定需産業務に利用されており、ケーブルテレビに使用ができない0

• 4 0 GHz帯について

国際的に設送業務として分配されており、欧j.1'[においてMV D S CMul ti 
point Video Distribution Systems :40.5GHz~42.5GH討を用いて属議分配シ
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ステムとして試行実験中である。

皇内的には既寄む無線設鑓が無く機器の爵発に時間を要し、また権外の機器

を利用する場合においても、我が悶におサる伝搬特性等について実説実験を

狩う必要があり、早期に結論を得ることが困難であることから今自の検討対

象からは除外する。

以上を考識し、事業者の早期導入むニーズに応えるためには、比較的早期導入

が可能な 23G取帯を最優先し一部苓申することとする。

なお、一部答申後詰無線機器及びケーブルテレビ信号のヂジタルイヒ等の要望に

IZえるために、他の周波数帯の使用についても検討をすることとする。

〈エ〉双方向機能

(社〉日本CATV技第協会及び〈柱〉詰本ケーブルテレビ連望が平成9年12月

に実施した事業者に対するアンケート結果では、双方向機能について f必要j と

考える事業者と、 「当面必饗でなし¥Jと回苓する事業者が半々に分かれている。

これら双方向機能は、無議磯器に加入者向け(子り〉多チャンネル回線の他、

各加入者からの(上り〉呂隷が必要となり、無線機器のコストを高くするものと

なる。

そむ一方で、事業者辻、ケーブルテレビ織でサービスしている番組〈チャンネ

ノレ〉数と無線局を活用してサービスする番盤〈チャンネル〉数は、できる複り差

がないことを要望するとともに、当該擁設を安価に構築したいと考えている。

したがって、前述のげ〉で検討した 23 GHz帯において使用できる罵波数帯域が

4 0 0 MHzであること、できる限りケーブルテレど告号の多くの番組(チャンネ

jレ〉を揺入者に伝送したいこと、無線による双方向サービスを当面必要でないと

考えている事業者も半数近くいること、及びシステムを低コストとして普及させ

る必要があることを考慮すると、一部答申までの検討に当たっては、双方向機能

を持たないシステムとして検討する。

(3)有線テレどジョン放送事業用問定局の釆j舟形態

平子線テレビジョン放送事業用固定馬の利用形態として、従来より芭域外の放送を再

送信等の信送に使毘している再送需怯送用システムが、また加入者系無線分配シス

テムとしては、幹議における河川等の横断として捜用する対向型(1対 1)の伝送、

及。末端系にIoける加入者宅への儒号伝送として使用される多方向型行対N)託

送が考えられる。

(4)一般的条併

ア無線男被数帯

設に、再送{霊法送用固定員は23 GHz害(23.2GHz~23. 6GHz)において、免許等が

なされていること、及び加入者系無線分詑システムにおいても、事業者の早期導入

弓
4.，A

 



のニーズにJZえるためには、比較的早期に無議機器が実用化される必要があるため、

無線機器製造技術が構築され、また保護特性が解明されている従来の 23 GHz帯
(23.2GHz~23.6GHz) とすることが適当である。

イ通信方式

現在、通信方式は、単高通信方式、複f言方式又は時報通告方式の季Ij用を可能とし

ている。

加入者系無線分配システムの和用形態である河川横断及。缶入者宅への信号信送

等を考患すると、該システムで使用する通鵠方式は、単向通信方式又は時報通信

方式が考えられる。

したがって、通信方式は、従来どおち単向通常方式、複信方式又は間報通告方式

とすることが適当である。

ウ変調方式

既存の有線テレビジョン放送事業期臨定局では、援輯変調方式、題波数変調方式、

位相偏移変調方式 (2棺 PSK、4結PS K)及び潤波数偏移変調方式(2笹FS

K)を諜用することとし、そのうち現在、再送信伝送用問定島においては毘波数変

説方式を用いるとともに、思波数の有効科用を閣るため、鍋別に 161重盛交振l幅変

諸方式を使尽している。

この度、変調方式の晃捜しを行った結果、従来む 21直FSK方式及び2相PSK

方式は、 f云i義可能な番組数が少なく、再送需年送恵国定局及び加入者系無嬢分配シ

スチムにおいては今後の使用が見込まれないことから、変諜方式から前験する。

また、現在無隷周波数帯の有効利用の観点からヂジタル変調の多寵化を進めるた

めにも 4相PSKを今後も採用していくとともに、再送信伝送用開定局において舗

別的に対応している 16値蹴交振轄変調も採用することが適当で、ある。

加入者系無線分寵システムにおいては、多チャンネルφケーブルテレビ稽号を一

括伝送する必要があることから、当該システムの無娘麗波数帯における変調方式は

振幅変調方式 (FDM SSB)を探揺することが適当である。

したがって、通常方式は、振幅変縄方式 (FDM… SS B)、閥波数変議;方式、

4相位指備移変縄方式又は 16鎮蓋交振l幡変調方式とすることが適当である。

エ ヂジタル伝送方式の伝送容量(ク口ック周波数、占有男波数帯幡〉

デジタル伝送方式は、再送信伝送用器定局において領用されることを考摩すると、

最大でも 4チャンネル分のアナログ地上波放送を伝送することが想定される。

こむ場合の最大清報速度は、アナログ映議 1チャンネんを 8Mbpsとすると 32 

M坤sとなる。

また、ヂジタjレ化された映像信号に誤り訂正符号(1)ードソロモン(204，188)及

び畳み込み符号(畳み込み率3/4))及び同期信号等の付加〈軒御借号及びパケッ
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トのヘッダ等への情報追加:約 10%)を考識すると約50 Mbpsである。

この場合、 4相位指鍾移変調方式では最大 25MHz、 16催直交振輔変調方式で

は最大 12. 5 MHzのク口ック居波数となる。

み有周波数搭揺は、電波法路行規則第2条第 1項第 61号において fその上限の

男波数をこえて輯射され、及びその下龍の崩波数未講において輯妻せされる平均竜力

がそれぞれ与えられた発射によって輯射される金平均電力の O. 5 %に等しい上段

及び下罷の周波数帯轄Jとして定義されており、次式で求められる。

B=1.3xfc' 
B:占有周波数帯端

f c 1 変調器のクロック賠渡数

上式より、 4担金棺編移変調方式及び 16寵謹交振幅変調方式の占有馬波数帯幅

はそれぞれ最大32. 5 MHz及び 16. 25Mむとなる。

したがって、ヂジタル方式の占有麗譲数帯幅は最大趨の 33MHzとすることが瀧

当である。

オ キャリア題波数需隔又は無議題波数帯における借号の震波数配列

再送信号送期間定局では、現在、思波数変調方式及び 16値直交接幅変調方式が、

キャリア題波数開舗が50 MHz (チャンネル数が不足する場合25MHzの使用が可

能〉で適用されている。

この度、再送告伝送用臨定局で使用される 4相位相偏移変調方式、 16儲臨交振

輔変調方式の占有周波数箸輯及び局設数許容偏差 (3x 1 0りを考慮すると、 4

相位柑鋸移変調方式及び 16催車交議幅変調方式の再方式とも、従来どおりのキャ

リア題波数間隔 50MHzが適当である。

また、加入者系無線分配システムにおいては、ケーブルテレビ需号を無線周波数

帯で伝送する必要があるが、無線機器の抵コスト化を函るためには、ケーブルテレ

ビ信号を無隷機器に入力する際に、ケーブルテレピ檎号の居波数凱列を無嬢機器信

号として並び換えることなく襲爵する必要がある。

したがって、加入者系無譲分自己システムの無線周波数惑における信号の周波数配

列は、有線テレビジョン設送法施行規制第 26条の 3に規定する標準テレビ放送の

使用鹿按数のうち 90MHzから 45 0 MHzまでの器号の周波数配列及び、電気通信

技諸藩議会答申 f多チャンネル化に伴う有緯テレビジョン放送施設に関する技術的

条件(諮問第 30号)Jの標準F M信号の怯送で検討された周波数配列と同ーとす

ることが適当である。

カ空中線電力

この度、再検討を行った4相位相偏移変調方式、 16領漉交振輯変調方式及び加

入者系無線分配システムにおいても必要なサーピスエリアを確保するためには、送

信電力は lW税度必要なことから、空中線電力は従来どおり lW以下とすることが
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適当である。

ヰニ 回線品質

既事現〉再送借伝送用閤定局の回線品質は、調波数変調方式にあっては、通信路の

標準状態における信号対雑音比〈以下 rS/NJとしサ。〉を 50 品、時間率5x

1 0 吋/年以下の降謂による減表〈以下 f降雨による j説家J と~¥う。〉を考慮した

場合のS/Nを 18dB、また、 4桔位相偏移変諜方式にあって辻、降雨による減衰

においても、符号誤り率が1x 1 0-4となる護送波対雑資比(以下 rC/NJとい

う。〉に 3dBを加えた値の 19dBとしていた。

この度、 16値臨交振幅変調方式及び振幅変課方式 CFDM-SSB)の検討を

行った結果、 16値護交搬幅変調方式にあっては、 4桓位相偏移変調方式と!需様、

蹄講による減殺を考恵、し、持号誤り率が 1x 1 0-4となる C/Nに3dBを加えた笹

の26dBとすることが適当である。

また、振幅変調方式 CFDM-SSB)にあっては、有競系及び無線系を含むシ

ステムの回線品震は、宥隷テレビジョン放送蕗行規期第二十六条の四に規定する搬

送波等の条件のうち映像信号搬送設のレベルと雑音比40dBを確保する必要がある

ことか込、有隷系及び無線系への二子捗雑奮との配分の結果、加入者系無線分艶シス

テムである無線記送区間において降関による減産時でも、 45dBとすることが遥当

である。

ク 混信の保護

既存の再送信長活用器定局の混信保護比は、周波数変調方式にあっては、通信路

の標準状態における被混話局の信号対雑音比〈以下 rS/1Jとし寸。)を 50 d語、

鋒雨iこよる減衰を考産、したS/1を18 dB、また、 4結社相偏移変諜方式にあって

は、韓関による減衰を考慮し、持母誤り率が 1x 1 0-4となる撮送波対雑音比(以

下 rC/IJという。〉に 3dBを加えた髄の 19dBとしていた。

この境、 16値直交撮幅変調方式及び振幅変調方式 CFDM-SSB)の検討を

行った結果、 16値藍交振嘱変調方式にあっては、 4栢位相鑑移変謂方式と詞様、

降需による減衰を考慮、し、符号誤り率が 1x 1 0-4となる C/1，こ 3dBを加えた値

の26dBとすることが適当である。

振曙変調方式 CFDM-SSB)にあっては、無線系における妨害波は、受信装

置出力においては有線系の相互変調によるビート妨害と問機となることから、有線

チレゼジョン放送施行規尉第26条の4に規定する鞍送波等の条件むうち咲橡信号

撮送波のレベルと梧五変鵠比52dB安確保する必要がある。

この有隷系及び無線系の妨害波は、同一期波数で発生する可能性は少なく、有線

系及び無線系の千捗雑音に分配する必要がないことかも、加入者系無線分記システ

ムである無隷伝送壁間において降南による減表時でも、 C/Iを52 dBとすること

が適当である。
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また通信蕗の標準状態にあっても、上記無線系における妨害援は、受脅装置出力

においては荷線系の相瓦変調によるビート訪警と時機とな今、かっ、有識系及び無

線系の妨害被は、同一崩波数で発生する可能性は少なし脊線系及び無隷系む干渉

雑音に分配する必擦がないことから、標準時における C/1は、ビート妨害に対す

る望ましい性能 55dB (電気通信技術審議会答申「多チャンネル化等に伴う脊線

レピジョン放送錨設に関する技術的条件(諮問第 30号)Jに参考として引用され

ている f望ましい性詑J)を適用することが適当で・ある。

(5)無線設舗の技策的条件

ア送信装鷺

(了)送信周波数の許容嬬差

送信周波数の許容儒差は、現行の送信装震の竜気的特性を考憲し、 3x 1 0 4 

以下とすることが適当である。

(イ)スプリアス発射強度の許容値

スプリアス発射強度の許容値は、現行のi創設装置の電気的特性を考惑し、 10 

9μW以下とすることが適当である。ただし、 1TU WRC-97の規定が発

効した後は、 50μW以下とすることが適当である。

(ウ〉空中畿電力む許容鑑差

空中線電力の許容嬬差は、現行の送積装鷺の議気的特性を考意し、土 50%以

内とすることが適当である。

イ受信設備

副次的に発する龍波等の限度は、他の無線設備への影響を考意し、長， 000μ 

μW以下とすことが適当である。

ウ空中 線

(1)対向型空中繰

既存の再送舘摺題定員は、受f言点か会ヘッドエンドまでの長麗離転送を目的と

しているため、空中議は産径60センチメートル以上のパラボラアンチナを使用

することとしていた。

しかし、対向型空中線には加入者系無線分配システムにおいて、議線端中化地

域の道路横断及び鉄道横断等の隣接伝送(数十メートル謹度)をするものも含ま

れる。

この隣接怯送の離に使用する空中線は、伝搬距離及び空中線の設費場所の利用

彩態を考感ずると、東径30センチメートル以上のパラボラアンテナを使用する

ことで十分な品費を確保できる。
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したがって、民向型空中線は、直鐙30センチメートル以上のパラボラアンテ

ナと同等以上の利容又は指向特性を有することが適当である。

(イ〉多方向向け空中線

加入者系無鰻分底システムにおいて、加入者末端系にケーブルテレピ借号を伝

送する空中線には、多方向肉け空中縫が用いられるが、この多方向向け空中綿は、

サーピスエリアに庄、じ空中離の搭向特性及び利得の調整を行う必要があり、多方

向向け空中識の外形及び指向特性を規定することが臨難である。

したがって、多方向向け空中線の外形及び指向特性は、規定しないことが適当で

あるむ

エ澱定法

圏内で定められた測定法に準じて、次のとおちとすることが適当である。

(わ題設数

振嬬変調方式 CFD討 -SSB方式)においては、擬11;1信号発生器によち測定

期波数に相当する畿似需号をi遺書機に加え、送括局波数測定端子に周波数計を接

続して澱定する。

振輔変議方式以外の変調方式においては、無変調として、送信男波数測定端子

に周波数計を接続して挺定する告

〈イ〉スプリアス発射強度

振幅変調方式 CFDM-SSB方式〉においては、需号入力状態で、送信スペ

クトル測定端子にスペクトラムアナライザを接続して測定する g

援頓変調方式以外立〉変諸方式において誌、無変調として、送信スペクトノレ灘定

端子にスペクトラムアナライザを接続して鵡定する。

〈守〉点有思披数帯鶴

信号入力の状態で、占有扇校数帯額損リ定端子にスペクトラムアナライザを接続

して測定する。

(エ〉空中線電力

振幅変龍方式 CFDM-SSB方式〉においては、機f長信号発生器により信号

と同じレベルの誕{長信号を送信機に加え、空中線電力測定端子に電力計を接続し

て測定する。

振幅変調方式以外の変諸方式においては、無変調として、空中継電力測定端子

に竜力計を接続して裁定する。
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〈オ)受信装置設備が爵次的に発する電波

受信状態にし、アンテナ揚子において受話空中線と電気的常数の等しい擬制空

中綿回蕗を梗用し、スペクトラムアナライザを用い挺次的に発する議波の電力を

て澱定する。

(6)今後む審議課題

本委員会においては、事業者による番組配信を行うためのシステムを導入するため

に、 23 GHz帯を使揺する有線テレピジョン抜送事業に用いる盟定昂の技徳的条件

について審議等を行ってきたところであるが、加入者系無綿分配システム等の手11舟

形態を考意すると、以下の課題について今後とも審議等を行っていくことが必要が

あると考える。

ア デジタルケーブルテレピ信号の無畿訟送について

審議当初、前記 f審議経過の壌中(2)基本的な考え方Jにおいて記述したとおり、

現在、ケーブ}[..tテレビ施設のアナ口グ方式からデジタル方式への移行が始まりつつ

あるため、ケーブルチレピ施設においてケーブルテレピ信号のアナログチャンネル

とデジタルチャンネルが混在してきでいる。

この加入者系無線分艶システムにおけるケーブルテレピ信号のアナログチャンネ

ルとヂジタルチャンネルの加入者認への伝送方式は、 l台の無隷機器で効率的に伝

送できる方式を検討してきたところである。

このケーブルテレどのアナ口グチャンネルとデジタルチャンネルの無線伝送は、

本報告の振幅変調方式 (FDM…SS B)を用いた加入者系無線分車システムによ

り可能と考えられるが、当核伝送方式の実証実験を行ったことが立いため、本報告

においてはケーブルテレビのアナ口グチャンネルを無線伝送するものについてのみ

としfニ。
このため、ケ…ブルテレビのアナログチャンネル及びヂジタルチャンネんを掻幅

変調方式 (FDM-SSB)で同時に怯iきする実証実験を実施し、伝送の可否につ

いて確認を行うとともに、併せてヂジタル化された全チャンネルを無線伝送方式を

検討する必要がある。

イ 加入者系無線分寵システムの双方向機能について

本報告においては、事業者むアンケート結果から加入者系無線分配システムにつ

いては、無線機器のコストを安くするために、最方舟サービスを行うシステムとし

て検討を行ってきたところである。

しかし、今後加入者系無線分配システムを使用した有線テレピジョン放送事業の

サービスを向上させる上でも双方向機能が求めもれることから、双方向機能を有し

たシステムを換討するとともに、他の居波数帯の使用についても検討を加えるが必

要がある。
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5 審議結果

「有線テレピジョン放送事業用無繰馬の技術的条持J (平成 10年4月21日諮問〉

のうち、 ，2 3 GHz帯を使用する有線テレビジョン放送事業に用いる屈定掲の技術的

条件Jついて審議を行い、射器のとおり一部答申(案〉を寂りまとめた。
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電気通信技指審議会有議テレビジョン放送事業用無線委員会議或員

(敬啓略)

委 長 伊東 東京理科大学理工学部電気工学科教授

委員長代理 手塚 祐 社団法人部本CATV技補協会副理事長

石井 洋 野本放送協会営業総局受信技籍センター

受信計画部長

石 公 財団法人東京ケープ)vピジョン理事長

熊田 純一 日本放送協会放送技術研究所

衛星デジタルシステム部長

島出 博明 日本電気株式会社専務取締役

都竹 愛一郎 郵政省通信総合訴究所通信システム部

放送技詩語究室長

トマ̂ . p‘ 0->>，' i 米国電子協会日本担当本部長

兼日本事務所所長

長翠 雅浩 松下電器産業株式会社取諦役

韓日 守 社団法人日本ケーブ)vテレビ連盟

1¥ oト'li7 打ロ1" 歌:1'11ビジネス協会通信・情報処理アド、パイザ

古川 弘志 社団法人電設産業会専務理事

森寺 章 富士通練式会社取締役

移動i陵情・ワイヤレスシステム事業本部長

地本 暢勇 住友電気工業株式会社専務取締役

説明者 梶谷 光男 持 ECケーブルメディア株式会社

技術本部記送網方式開発統括部長

説明者言坂 昭 富士通蘇式会社説合a清報通信ビジネス本部

CATVシステム統括部技諾部プロジェクト課長
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別紙 l

有線テレビジョン放送事業用無線局の技衛的条件について関係者からの意見合隷取

電気通信技術審議会では、有線テレビジョン放送事業用無線局の技術的余件のうち脊結

レピジョン放送事業に用いる固定局の無線設備の技術的条件について検討を行うため、

平成 10年4月 21日から審議を開始しており平成 10年6月末を話途に報告の譲りまと

めを行う予定です。

この報告の取りまとめに資するため、平成 10年 6月16日に開催を予定している本審

議会の f有線テレピジョン設送事業用無線委員会」において関係者の意見陳述の機会を設

けることとしておりますむで、希望される方は下記の要領により申し出でください。

平成 10年 5克 15 B 郵 政 省

記

1 意晃擦述を行える捷孫者

上記の技術に関し学識経験を存する考〈冨籍を問おないo ) 

2 意見膿述合方法

意克陳述i立、平成 10年 6)ヲ16 B関穫予定の有線テレピジョン款送事業用無線委員

において日本語で行うこととします。

3 意見陳述のために必要な手続

意見陳述を行うためには、意見陳述人の氏名、住所、震話番号、職業及び議見の要旨

告記した文欝を平成 10 年 6~ 5 Bまでに下記に提出してください。

なお、審議時間の関保から所要の調整をさせていただくことがあちます。

また、意見陳述を行うために要する費用は、すべて意見掠述人の負担とします。

4 内容の問い合わせ先及び意見の提出先

郵政省放送行政局有線放送課有線放送技術システム

千 100-8798 東京都千代田区桜ヶ関 1…3-2

篭話 (03)3504-4939 
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別紙 1-2

関保各機関名

名 称、 所 在 士虫 電話番号

γ107…005 2 3224-5000 
アメワ力会衆震大龍館 進区!Jj~域 1-10-5

〒106-0047 3452-7611 
大韓民国大使館 港区南蘇布 1-2-5

T106-0047 3473-0151 
ドイツ連邦共和盟大使館 護区南麻布4-5-10

γ105…o 0 3 6 347 6…384 0 
マレイシア大使館 渋谷区梅平合議J20-16

T102-0082 3.265-5511 
連合王冨大捷館 千代田区一番町 l

:;=106-0047 347 3 -0 171 
フランス大使舘 準認i鶏蘇手T4-11-44

T106-0032 3586-9111 
シンガポール共和国 港区六本木5-12-3
大使舘

T107-0052 3 4 0 8 -2 101 
カナダ大震鋸 選臣家坂7-3-38

:;=106-0032 5 5 6 2…505 0 
スウ工ーデン五悶大使館 搭区六本木 1-10-3-100

T102-0075 3239-0441 
EC委員会代表部 千代出区ニ番IOJ9-15

言一口ッパノ¥ウス

ャ 105-0001 3433-5381 
米国商工会議所 港区虎ノ門 3-25…2

ブリジストン虎ノ門どん 5F 
γ106-0044 5570-6880 

訟ナHビジネス議会 港区東蘇布 1-10…4
ザ・タワー飯倉 3 F 
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